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指定障がい福祉サービス事業者等の管理者 様 

 

新潟市福祉部福祉監査課長  

 

令和３年度指定障がい福祉サービス事業者等集団指導の実施について（通知） 

 

 日頃から指定障がい福祉サービス事業等につきまして、ご理解とご協力をい

ただき厚くお礼申し上げます。 

このたび、指定障がい福祉サービス事業者等の運営が健全かつ円滑に行われ

るよう、新潟市指定障がい福祉サービス事業者等指導実施要綱により、下記の

とおり集団指導を実施します。 

今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、新潟市のホームペー

ジに掲載される資料及び動画を各事業者が確認する形の指導方式となります。 

詳細は下記をご覧ください。 

 

記 

 

１ 対象者   

新潟市内の指定障がい福祉サービス各事業者 

 

２ 掲載資料  

(1) 障がい福祉サービス等に関する基準・指定後の届出等について 

   (2) 就労系障がい福祉サービスにおける留意点について 

   (3) 障がい者虐待防止について 

(4) 実地指導における主な指摘内容について 

(5) 参考資料集 

 

３ 受講方法  

上記(1) ～(5)の資料について、下記アドレスの新潟市福祉監査課のホー

ムページに資料及び解説動画（資料(5)は資料掲載のみ）を掲載しますので、

内容をご確認ください。 

 

トップページ＞健康・医療・福祉＞福祉・生活保護＞社会福祉施設・法人等指導監査 

＞集団指導資料 

https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenfuku/sidoukansa/syuudansidou/syougaisyuudan.html 

 

 

 

https://www.city.niigata.lg.jp/iryo/kenfuku/sidoukansa/syuudansidou/syougaisyuudan.html


４ 受講確認  

受講状況を確認するため、受講した後、「かんたん申込み」により受講し

た旨を市に報告してください。 

 

  かんたん申込み URL 
  https://www.shinsei.elg-front.jp/niigata-City2/uketsuke/dform.do?acs=syougai 

 

５ かんたん申込み受講確認受付期間 

令和４年３月１０日（木）～３月３１日（木）   

 

６ 注意事項  

(１) かんたん申込みでの受講確認は、必ず１サービス種別につき１回ずつ行

ってください。 

(２) 期限内にかんたん申込での報告が無い場合、集団指導を受講していない

ものとして、実地指導の優先対象とします。 

 

７ その他 

(１) 集団指導は、法令に基づく指導であり、研修ではありませんので、視聴

時間の業務上の取扱いについて特段のご配慮をお願いいたします。 

(２) 指導内容についてのご質問がある場合は、かんたん申込みのフォームか

らお願いいたします。 

（３）複数種別を運営している法人におかれましては、全サービス種別で受講

確認申込みが行われているかよくご確認いただきますようお願いいたしま

す。 

（４）解説動画毎に音量が異なっていますので、適宜音量を調整していただく

ようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 
 

【担当】 

 新潟市福祉部福祉監査課 野口 

 TEL：025-226-1185 FAX：025-225-6304 

 E-mail：kansa.wl@city.niigata.lg.jp 
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